
内

行

花

文

鏡

と

ア

マ

テ

ラ

ス

の

誕

生

。

そ

し

て
、

伊

勢

神

宮

成

立

の

謎

一
．
は
じ
め
に

東
大
阪
文
化
財
を
学
ぶ
会

の

歴
史
探
訪
会
は
、
式
年
遷
宮
祭

の
伊
勢
神
官
に
正
式
参
拝
し
た

後
、
丹
後

一
宮

の
元
伊
勢
籠
神

社
、
そ
し
て
、
紀
伊
国

一
宮

の

日
前
神
社
、
国
懸
神
社
を
参
拝
見
学
し
た
。
伊
勢
神
宮
の
神
宝

が
だ
賜
鐵
と
呼
ば
れ
る
物
製
内
行
花
文
鏡
で
あ
る
こ
と
、
籠
神

社
の
神
宝
が
息
津
鏡
、
辺
津
鏡
と
呼
ば
れ
る
前
漢
、
後
漢
時
代

の
鏡
、
日
光
鏡
系
と
呼
ば
れ
る
連
弧
文
鏡
、
後
漢
時
代
の
長
宜

子
孫
銘
内
行
花
文
鏡
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
、
日
前
神
社
、
国
懸

神
社
の
神
宝
は
、
日
像
鏡
、
日
矛
鏡

と^
呼
ば
れ
る
内
行
花
文

鏡
で
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
。

そ
し
て
、
更
に

『魏
志
倭
人
伝
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
伊
都

国

（糸
島
市
）
の
平
原
遺
跡
を
見
学
し
た
。
そ
の
平
原
王
墓

一

号
墳
出
土
の
四
面
の
傍
製
内
行
花
文
鏡
は
、
実
に
大
き
く
径
四

十
六
．
五
ｃｍ
、
重
さ
約
八
地
で
あ
る
と
い
う
。
発
掘
を
担
当
さ

れ
た
原
田
大
六
氏
は
自
著

『実
在
し
た
神
話
』
で

「
人
腱
鏡
」

と
さ
れ
て
い
る
。
非
常
に
興
味
深
い
話
で
、
邪
馬
台
国
、
卑
弥

呼
と
も

つ
な
が
る
伊
都
国
と
い
う
こ
と
も
あ

っ
た
が
、
伊
勢
神

宮
の
成
立
と
も
関
連
が
あ
る
の
で
は
と
、
調
べ
る
こ
と
に
し
た
。

南
　
光
弘

二
．
神
社
の
こ
神
体
、
神
宝
と
内
行
花
文
鏡

。
八
腿
鏡

（
一
）
宗
像
大
社

（宗
像
三
社
）
と
八
腿
鏡

宗
像
大
社
の
神
宝
と
し
て
、
記
身
の
王
を
奥
津
宮
の
、
た
薄

場
の
紫
玉
を
中
津
宮
の
、
そ
し
て
、
八
腿
鏡
を
辺
津
宮
の
し
る

し
表
と
し
、
三
女
命
の
玉
鏡
を
神
宝
に
し
て
祀
っ
て
い
る
。
こ

の
三
神
の
性
の
形
と
成
し
て
身
形
。
身
形
が
社
名
を

「宗
像
」

と
称
す
る
と
い
う
。
（神
社
む
な
か
た
電
子
博
物
館
紀
要
第
二

号
よ
り
）

（二
）
伊
勢
神
官
と
八
腿
鏡
、
別
名
真
経
津
鏡

伊
勢
神
宮
の
八
腿
鏡
に
つ
い
て

（
『神
宮
儀
式
帳
』
延
暦
二

十
三
年
・八
０
四
）
に
内
行
花
文
鏡
と
あ
り
、
『御
鎮
座
伝
記
穴
神

道
五
部
書
、
奈
良
時
代
の
作
？
）
に

「八
頭
八
崎
八
葉
形
也
」

と
あ
る
。
ま
た
、
八
腿
鏡
は
、
御
樋
代
と
い
う
凡
そ
五
十
ｃｍ
円

筒
形
の
容
器
に
納
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
御
樋
代
の
寸
法
か

ら
、
八
腿
鏡
の
大
き
さ
は
自
ず
と
類
推
さ
れ
、
平
原
王
墓
の
大

型
内
行
花
文
鏡
と
同
じ
大
き
さ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
鏡
に
つ
い
て
、
「天
の
安
の
河
の
河
上
の
天
の
堅
石
を

取
り
、
天
の
金
山
の
鐵
を
取
り
て
、
鍛
人
天
津
麻
羅
を
求
ぎ
て
、

伊
斯
許
理
度
賣
命
に
科
せ
て
鏡
を
作
ら
し
め
」
と

『古
事
記
』

で
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
御
神
体
と
な
る
の
は
、
で
」

れ
の
鏡
は
、
専
ら
我
が
御
魂
と
し
て
、
吾
が
前
を
井
く
が
如
き

井
き
奉
れ
。
」
「
こ
の
二
柱
の
神
は
、
さ
く
く
し
ろ
、
五
十
鈴
の

官
に
舞
き
祭
る
。
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ョ
ロ
が
児
、

此
の
宝
鏡
を
視
ま
さ
む
こ
と
、
当
に
吾
を
視
る
が
ご
と
く
す
べ

し
。
与
に
床
を
同
く
し
お
ほ
と
の
殿
を
共
に
し
て
、　
斎

の
鏡

と
す
べ
し
」
と
の
た
ま
ふ
。
と
、
「記
紀
」
で
ご
神
体
に
な

っ

た
由
縁
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

Ｔ
し
元
伊
勢
籠
神
社
（宮
津
市
字
大
垣
）
と
内
行
花
文
鏡

。
日
本
最
古
の
国
宝
海
部
氏
系
図
で
有
名
な
籠
神
社
に
二
枚
の

伝
世
鏡
を
所
蔵
し
て
い
る
。辺

津
鏡

（左
）
径
九
　
五
ｃｍ

「
日
而

月
内
而
」
「
明
而
光
」
銘

の
前
漢
鏡

と
息
津
鏡

（右
）
径
十
七
．
五
ｃｍ
「長

宜
子
孫
」
銘
の
後
漢
鏡
で
あ
る
。

元
伊
勢
籠
神
社
は
、
天
武
天
皇
の

時
代
に
与
謝
宮
か
ら
籠
神
社
と
改
め

彦
火
火
出
見
命
を
主
祭
神
と
し
て
祀

り
、
養
老
三
年

（七

一
九
）
に
本
宮

を
奥
宮
員
名
井
神
社
の
地
か
ら
、
現

今

の
本
官
に
遷
し
海
部
氏
の
祖
神
、

彦
火
明
命

（別
称
、
天
火
明
命
、
天

照
御
魂
神

・
天
照
国
照
彦
火
明
命

・

饒
速
日
命
）
を
主
祭
神
と
し
て
相
殿

に
豊
受
大
神
、
天
照
大
神
及
び
海
神
を
祀
っ
て
い
る
。
こ
こ
で

注
目
し
た
い
の
は
、
祭
神
の

「天
火
明
命
が
天
照
大
神
と
高
木

大
神
か
ら
授
け
ら
れ
た
と
言
わ
れ
る
減
都
鏡
、
邊
都
鏡
な
ど
の

十
種
の
神
宝
を
将
来
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（四
）紀
伊
国
一
之
宮
、
日
前
神
宮
・國
懸
神
官
と
日
像
鏡
、
日
矛
鏡

日
前
神
宮
の
祭
神
は
伊
勢
神
官
の
宝
鏡
、
天
照
大
神
と
同
体
の

鏡
、
日
像
鏡
を
神
体
と
し
日
前
大
神
を
祀
っ
て
い
る
。
ま
た
、國
懸

神
宮
は
、
日
矛
鏡
を
神
体
と
し
、國
懸
大
神
を
祀
る
と
い
う
。

日
像
鏡
、
日
矛
鏡
の
鏡
は
、
神
武
東
征
の
後
の
神
武
天
皇
二

年
、
紀
国
造
家

（紀
氏
）
の
祖
神
で
あ
る
ぁ
瑞
逢

橘
鋼
と
が
ヽ



八
腿
鏡
に
先
立

っ
て
鋳
造
さ
れ
た
鏡
で
あ
る
日
像
鏡
、
日
矛
鏡

を
賜
り
、
日
像
鏡
を
日
前
官
の
、
日
矛
鏡
を
國
懸
宮
の
神
体
と

し
た
と
し
て
い
る
。
（由
緒
書
よ
り
）
ま
た
、
『日
本
書
紀
』
神

代
上
宝
鏡
開
始
第

一
の

一
書
に
も

「
石
凝
姥
を
以
て
冶

工
と
為

し
、
天
香
山
之
金
を
採
り
て
、
日
矛
を
作
ら
し
む
。
ま
た
真
名

鹿
の
皮
を
生
剥‐ょ
ぎ
て
以
て
天
羽
朧
に
作
る
。
此
を
用
て
造
り
奉

る
神
は
、
是
即
ち
紀
伊
国
に
坐
し
ま
す
日
前
神
な
り
。
」
と
あ
る
。

三
．
内
行
花
文
鏡
の
特
質
を
考
え
る
上
で
重
要
な

古
代
祭
祀
、
古
墳
副
葬
品

国
内
で
古
墳
な
ど
か
ら
出
土
し
た
内
行
花
文
鏡
は
舶
載
鏡
、

国
産
鏡

・
傍
製
鏡
合
わ
せ
て
百
四
十
枚
ほ
ど
現
存
し
て
い
る
。

当
時
の
祭
祀
に
つ
い
て
の
意
識
、
内
行
花
文
鏡
の
意
義
が
推

測
さ
れ
る
主
な
出
土
例
を
あ
げ
て
み
る
。

（
一
）
伊
都
国
、
平
原
遺
跡

（福
岡
県
糸
島
市
）

弥
生
後
期

（約
千
八
百
年
前
）
の
方
形
周
溝
墓
。
墓
墳
か
ら

鉄
素
環
頭
太
刀
、
装
身
具
な
ど
大
量
の
副
葬
品
が
出
土
。
銅
鏡

四
十
二
枚
の
内
、
前
述
の
国
産
鏡
で
あ
る
大
型
内
行
花
文
八
葉

鏡
が
四
面
、
ま
た
内
行
花
文
鏡

一
面
が
打
ち
割

っ
て
重
ね
ら
れ

た
状
態
で
出
土
し
て
い
た
。
ま
た
、
内
行
花
文
鏡
の
特
質
を
表

す
遺
跡
が
発
掘
さ
れ
て
い
る
。　
一
号
墓
の
墓
墳
周
辺
に
十
二
本

の
柱
穴
跡
が
あ
り
、
上
か
ら
見
て
、
こ
の
う
ち
の
十
本
を
結
ぶ

と
平
行
四
辺
形
の
形
が
浮
き
上
が
る
。
短
辺
の
中
央
の
柱
穴
を

結
ん
だ
線
の
延
長
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
短
辺
の
中
央
の
柱
穴
か
ら

一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
場
所
に
柱
穴
跡
が
あ
る
。
こ
の
四
本

の
柱
穴
を
結
ん
だ
線
の
延
長
上
の
東
南
約
十
五
ｍ
に

『前
原
市

報
告
書
』
が

「大
柱
跡
」
と
し
た
穴
が
あ
り
、
そ
の
延
長
線
上

に
日
向
峠
が
あ
る
。

原
田
大
六
氏
は
、
「
モ
ガ
リ
ノ
ミ
ヤ
あ
る
い
は
埋
葬
後
の
棺

の
内
外
に
、
鏡
面
を
外
に
し
て
め
ぐ
ら
せ
立
て
か
け
た
と
い
う

の
は
、
そ
の
被
葬
者
が
、
生
前
に
日
迎
え
の
行
事
を
お
こ
な

っ

た
誇
示
で
も
あ
り
、
日
子

。
日
女
の
姿
を
具
現
し
て
い
る
と
も

い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
人
腿
鏡
は
、
こ
の
日
の
祭
礼
の
た
め
に

鋳
造
さ
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
」
と

『実
在
し
た
神
話
』

で
述
べ
て
い
る
。

（二
）
下
池
山
古
墳

（天
理
市
成
願
寺
町
）

前
方
後
円
墳
、
全
長
百
二
十
ｍ
、
古
墳
時
代
前
期
前
半

・
四

世
紀
初
～
中
頃
。
埋
葬
施
設
は
爽
紺
棺
で
高
野
槙
材
の
割
竹
形

木
棺
が
発
見
さ
れ
た
。
出
土
遺
物
は
、
径
三
十
七
．
六
ｍ
の
内

行
花
文
鏡
・四
葉
座
八
花
文
鏡
、
勾
玉
、
管
玉
、
ガ
ラ
ス
玉
な
ど
。

石
室
は
安
山
岩
の
板
石
を
用
い
て
お
り
壁
面
に
は
赤
色
顔
料
が

塗
ら
れ
て
い
た
。
内
行
花
文
鏡
は
、
五
十

ｃｍ
四
方
の
小
石
室
か

ら
発
見
さ
れ
て
い
る
が
、
縞
模
様
に
染
め
ら
れ
た
絹
織
物
等
か

ら
作
ら
れ
た
巾
着
袋
に
入
れ
ら
れ
木
箱
に
納
め
ら
れ
て
い
た
。

ま
た
、
こ
の
木
箱
も
羅
を
使

っ
た
漆
塗
の
箱
で
当
時
の
最
高
の

素
材
と
技
術
を
駆
使
し
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い
る
。

（三
）
柳
本
大
塚
古
墳

（天
理
市
柳
本
町
）

前
方
後
円
墳
。
全
長
約
九
十
四
ｍ
。
築
造
時
期
は
古
墳
時
代

前
期
前
半
。
埋
葬
施
設
の
主
室
は
後
円
部
墳
丘
中
央
部
の
南
北

主
軸
に
沿
う
竪
穴
式
石
室
で
、
舟
形
の
到
抜
式
木
棺
か
ら
は
同

鏃
と
鉄
器
が
出
土
し
た
。
直
径

一
ｍ
の
不
正
円
形
の
小
石
室
が

設
け
ら
れ
、
径
三
十
九
．
七
側
の
大
型
妨
製
長
宣
子
孫
内
行
花

文
鏡
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
小
石
室
は
、
板
石
が
天
丼
の

方
に
せ
り
出
し
た
合
掌
式
石
室
で
副
葬
品
埋
納
の
副
室
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。
鏡
は
布
で
く
る
ま
れ

一
個
の
輝
石
の
上
に
鏡
背

を
上
に
置
か
れ
、
そ
の
あ
と
小
石
室
を
築
い
た
と
み
ら
れ
て
い

２一
。（四
）
雪
野
山
古
墳

（滋
賀
県
東
近
江
市
）

古
墳
時
代
前
期
前
半
、
四
世
紀
中
頃
の
築
造
。
全
長
七
十
ｍ

の
前
方
後
円
墳
。
竪
穴
式
石
室
の
内
部
に
は
舟
形
木
棺
が
安
置

さ
れ
，
木
棺
の
内
外
に
は
赤
色
顔
料
が
塗
ら
れ
て
い
た
。
棺
内

は
二
か
所
に
仕
切
り
板
が
あ
り
三
分
割
さ
れ
て
い
た
。
大
型
傍

製
内
行
花
文
鏡
径
二
十
三
．
六
ｃｍ
を
含
め
二
面
、
三
角
縁
神
獣

鏡

（舶
載
）
三
面
、
合
わ
せ
て
五
面
の
鏡
が
被
葬
者
の
頭
部
に
、

枕
元
に
添
え
る
状
態
で
置
か
れ
て
あ

つ
た
。
北
側
に
銅
鏡
が
三

面
、
南
側
に
二
面
が
副
葬
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
北
側
の
二
面
と

南
側
の
二
面
は
、
鏡
面
を
被
葬
者
に
向
け
る
形
で
南
北
の
仕
切

り
板
に
立
て
か
け
ら
れ
て
い
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
北
側
の

一
面

（内
行
花
文
鏡
）
の
み
が
鏡
面
を
下
に
伏
せ
て
お
か
れ
て

お
り
、
他
の
鏡
と
は
取
り
扱
い
方
が
異
な

っ
て
い
る
。

（五
）
七
夕
池
古
墳

（福
岡
県
糟
屋
郡
志
免
町
）

径
三
十

ｍ
、
三
段
築
成
の
円
墳
。
四
世
紀
末
頃
の
築
造
。
竪

穴
式
石
室
内
か
ら
壮
年
女
性
骨
の
左
頭
付
近
に
木
箱
に
納
め
ら

れ
た
状
態
で
、
径
十
二
．
二
Ｃｍ
の
内
行
花
文
鏡
が
布
に
く
る
ま

れ
鏡
背
を
上
に
し
て
出
土
し
て
い
る
。

他
に
、
女
性
骨
と
と
も
に
内
行
花
文
鏡
が
副
葬
さ
れ
て
い
る

古
墳
を
み
る
。

被
葬
者
は
三
十
代
後
半
～
四
十
代
の
女
性
骨
の
枕
元
に
径
十

一
ｍ
の
長
宜
子
孫
内
行
花
文
鏡
が
鏡
背
を
上
に
置
か
れ
て
い
た

向
野
田
古
墳

（熊
本
県
宇
土
市
、
四
世
紀
末
）
。
小
型
の
内
行

花
文
鏡
の
端
に
成
年
女
性
頭
骨
が
の
っ
た
状
態
で
出
土
し
た
長

目
塚
古
墳

（熊
本
県
阿
蘇
市
、
五
世
紀
後
半
）

そ
し
て
、
快
天
山
古
墳

（香
川
県
丸
亀
市
、
古
墳
時
代
前
期
）

で
は
、
中
心
主
体
の

一
号
割
竹
形
石
棺
か
ら
方
格
規
矩
四
神
鏡
、

鉄
刀

・
鉄
剣

。
な
ど
、
第
二
号
割
竹
形
石
棺
か
ら
は
女
性
骨
に

伴

っ
て
径
十

一
Ｃｍ
の
傍
製
内
行
花
文
鏡
片
、
鉄
剣
、
刀
子
、
第

三
号
割
竹
形
石
棺
か
ら
は
男
性
骨
に
伴

っ
て
径
九
ｃｍ
の
傍
製
内

行
花
文
鏡
が
出
土
し
て
い
る
。

四
．
天
武

・
持
統
朝
と
伊
勢
神
宮
の
成
立

次
に
、
皇
祖
神
、
天
照
大
神
を
祀
る
伊
勢
神
宮
が
成
立
し
た

と
さ
れ
る
天
武

・
持
統
朝
の
動
き
を
み
た
い
。



（
一
）
天
武
元
年

（六
百
七
十
二
年
）
六
月
二
十
四
日
、
大
海

人
皇
子
が
吉
野
宮
を
出
立
し
壬
申
の
乱
が
起
こ
る
。
そ
し
て
二

十
六
日
、
「朝
明
郡

の
述
太
川
の
辺
に
し
て
、
天
照
大
神
を

望

拝
み
た
ま
ふ
。
」
と
あ
る
。
こ
の
望
拝
の
地
は
、
伊
勢
多
氏

の
舟
木
氏
の
本
拠
地
で
あ
る
。
こ
の
舟
木
氏
は
、
日
神
を
祀
る

氏
族
だ
か
ら
、
こ
の
地
で
の
天
照
大
神
の
望
拝
と
は
、
舟
木
氏

の
祭
祀
と
い
え
る
。

そ
し
て
、
天
武
二
年

（六
七
三
年
）
四
月
、
大
来
皇
女
、
制

度
上
最
初
の
斎
王
と
し
て
「
天
照
太
神
官
に
遣
侍
さ
む
と
し
て
、

尾
張
氏
な
ど
を
意
識
し
た
も
の
と
い
え
る
。

朱
鳥
元
年

貧
ハ
八
六
年
）
に
、
天
武
の
病
気
回
復
を
祈
願
し
て
、

「伊
勢
」
で
は
な
く
紀
伊
国
国
懸
神
、
飛
鳥

の
四
社
、
住
吉
大

社
六
社
に
奉
幣
し
て
い
る
。
紀
伊
国
国
懸
神
と
は
神
格
の

一
で

あ
る

「紀
伊
國
に
坐
す
大
神
」
と
見
る
の
が
素
直
な
見
方
。
日

の
神
、
風
の
神
、
木
の
神
か
。
ま
た
、
こ
の
年
に
天
武
天
皇
が

崩
御
し
大
津
皇
子
が
殺
さ
れ
、
大
来
皇
女
が
斎
王
を
解
任
さ
れ

て
い
る
。

公
じ
持
統
三
年

盆
ハ
八
九
年
）
四
月
に
草
壁
皇
子
が
売
去
さ
れ
、

柿
本
人
麻
呂
は
挽
歌
に

「
天
照
す
日
女
の
尊
」
「神
の
尊
」
「高

照
ら
す
日
の
皇
子
は
飛
鳥
の
浄
の
官
に
神
な
が
ら
太
し
き
ま
し

て
天
皇
…
…
」
を
詠
み
込
ん
で
い
る
。
（万
葉
集
・巻
三
二

六
七
）

天
照
ら
す
日
女
尊
）
は
、
天
照
大
神
。
神
の
尊
は
、
天
照
大

神
の
孫

・
瑣
瑣
杵
尊
。
日
の
皇
子
は
、
草
壁
皇
子
か
。

『古
事
記
』
は
、
天
皇
の
正
統
性
の
物
語
。
天
照
大
神
の
孫

神
が
正
統
な
支
配
者
と
し
て
い
る
。
持
統
天
皇
の
子
は
、
草
壁

皇
子
。
孫
は
文
武
天
皇
で
あ
る
。

持
統
は
こ
の
年
に
、
伊
勢
に
新
た
に

「
日
の
神
」
を
祀
る
こ

と
を
決
め
、
持
統
四
年

（六
九
年
）
正
月
に
即
位
し
大
嘗
祭
が

執
り
行
わ
れ
て
い
る
。
「物
部
連
麻
呂
朝
臣
、
大
盾
を
樹

つ
。

中
臣
朝
臣
大
嶋
、
天
神
寿
詞
読
む
。
神
宝
は
剣
と
鏡
」
と
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
皇
大
神
宮
の
式
年
遷
官
が
こ
の
時
初
め

て
行
わ
れ
て
い
る
。
持
統
六
年
に
は
豊
受
大
神
官
の
式
年
遷
宮
。

こ
の
式
年
遷
官
に
は
色
々
な
意
味
を
見
い
だ
さ
れ
て
い
る
が

一
つ
は
、
老
朽
化
は
気
枯
れ
。
神
の
生
命
力
を
衰
え
さ
せ
る
こ

と
と
し
て
忌
み
嫌
わ
れ
た
。
二
つ
に
は
、
弥
生
建
築
の
保
存
と

神
社
建
築
技
術
の
伝
承
。
三
つ
は
、
日
神
祭
祀
の
東
西
軸
の
世

界
観
に
も
と
づ
く
古
殿
地

へ
の
永
遠
の
往
復
運
動
で
あ
り
古
殿

地
の
心
御
柱
は
必
ず
保
存
さ
れ
新
た
な
遷
官
と
と
も
に
永
遠
に

継
承
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
天
壌
無
窮
の
神
勅
、
天
照
大
神

の
孫
と
し
て
竣
瑣
杵
尊
の
天
孫
降
臨
を
再
現
し
て
い
る
の
が
式

年
遷
宮
と
い
う
。
正
に
、
至
当
と
い
う
べ
き
。

持
統
六
年

（六
九
二
年
）
持
統
天
皇
は
伊
勢
行
幸
を
強
行
し

て
い
る
が
、
参
宮
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
に
三
輪
朝
臣
高
市

麻
呂
が
抗
議
し
て
い
る
が
、
神
郡

（度
会
多
気
）
等
の
国
造
に

冠
位
を
賜

っ
て
い
る
。
五
月
に
、
伊
勢
、
大
倭
、
住
吉
、
紀
伊

の
四
カ
所
の
神
に
幣
吊
を
さ
さ
げ
、
新
益
宮

（藤
原
宮
）
の
こ

と
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
新
羅
の
調
を
伊
勢
、
住
吉
、

紀
伊
、
大
倭
、
菟
名
足
に
奉

っ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
「伊
勢
」

が
重
要
な
存
在
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
伊
勢
と
は
、
皇
祖
神

と
な

っ
た
多
気
大
神
宮
で
祀
る
天
照
大
神
の
こ
と
か
。
ま
た
、

紀
伊
の
神
と
は
国
懸
神
か
ら
天
照
大
神
と
し
た
日
前
神
か
と
考

え
ら
れ
る
。

持
統
十

一
年

（六
九
七
年
）
、
持
統
天
皇
が
崩
御
。

文
武
二
年

金
ハ
九
八
年
）
に
当
者
皇
女

（天
武
天
皇
の
皇
女
）

を
遣
わ
し
て
斎
官
と
し
、
伊
勢
の
神
官
に
仕
え
さ
せ
て
い
る
。

伊
勢

（皇
大
神
宮
）
の

「齋

認

。ゃ
齋
王
と

の
確
実
な
例
と
し

て
は
最
初
と
い
わ
れ
て
い
る
。
次
に
重
要
な
史
実
が
、
さ
ら

つ

と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
十
二
月
二
十
九
日
に

「多
気
大

神
官
を
度
会
郡
に
遷
す
。
」
で
あ
る
。
多
気
大
神
宮
と
は
度
会

郡
大
宮
町
滝
原
、
宮
川
上
流
に
御
鎮
座
し
て
い
る
滝
原
官
説
が

有
力
だ
が
、
宮
域
は
約
四
百
四
十
八
ぷ
の
広
大
さ
を
誇
る
。
元
々

は
川
の
神
水
戸
の
神
を
祀

っ
て
い
た
が
、
持
統
四
年
頃
に
天
照

大
神
を
祀
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
は
と
考
え
ら
れ
る
。

蝸
鶏
電敏ゲ
Ｌ』
脚
融

こ

の
頃
、
聖

な

る

ラ
イ
ン

「太
陽

の
道
」

と
南
北

ラ
イ

ン

「新

羅

の
道
」
の
交
点

に

斎
宮

（宮

殿

上
二
重

県
多
気
郡
。
国
史
跡

指
定
二
ｋｍ
×
七
百

ｍ
）

造
立
さ
れ
て
い
る
。

聖
な
る
ラ
イ
ン

「太
陽
の
道
」
と
は
、
北
緯
三
十
四
度
三
十
二

分
上
の
東
西
約
二
百
ｋｍ
の
長
さ
に
太
陽
神
を
祀
る
神
社
、
遺
跡

が
並
ん
で
い
る
こ
と
を
小
川
浩
三
氏
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
淡

路
の
舟
木
石
上
神
社
、
伊
勢
久
留
麻
神
社
、
長
谷
寺
、
三
輪
山
、

箸
墓
古
墳
、
田
原
本
の
多
神
社
、
広
陵
の
百
済
神
社
、
斎
宮

・

祓
戸
、
神
島
の
八
代
神
社
が
並
ぶ
。

「新
羅
の
道
」
と
は
、
（東
経
百
三
十
六
度
三
十
七
分
）
新
羅

の
神
、
菊
理
媛
を
祀
る
自
山
比
呼
社
、
美
濃
国
安
八
麿
評

（湯

沐
邑
令

・
多
臣
品
治
）
赤
鉄
鉱
の
鉱
脈

。
金
生
山
、
素
費
男
尊

を
祀
る
津
島
牛
頭
社
が
並
ぶ
。
こ
の
交
点
に
意
図
的
に
斎
官
を

造
立
し
た
の
は
、
正
し
く
日
神
信
仰
と
天
武
天
皇
の
政
治
的
に

も
経
済
、
軍
事
的
な
支
持
基
盤
、
そ
し
て
、
日
神
を
祀
る
海
人
族
、



五
．
ま
と
め

（
一
）
は
じ
め
に
、
副
葬
の
状
態
な
ど
か
ら
み
た
内
行
花
文
鏡

の
も
つ
特
質
を
考
え
て
み
た
い
。

①
地
域
の
首
長
墳
、
中
心
主
体
で
な
い
被
葬
者

（女
性
が
多

い
）
に
物
製
内
行
花
文
鏡
が
伴
う
場
合
が
多
い
。

②
頭
部
優
位
で
被
葬
者
を
照
写
す
る
形
態
は
、
弥
生
時
代
後

期
に
北
部
九
州
に
み
ら
れ
る
。
ま
た
、
首
長
の
戚
信
財
と
し
て

副
葬
さ
れ
た
前
漢
式
連
弧
文
鏡
は
、
下
位
の
有
力
者
が
支
配
の

道
具
と
し
て
鏡
所
有
の
実
現
す
る
た
め
と
、
巫
女
が
帯
び
る
シ

ン
ボ
ル
と
し
て
の
小
型
妨
製
鏡
の
製
作
が
想
定
さ
れ
る
。

③
内
行
花
文
鏡
は
、
太
陽
信
仰
を
首
長
が
司
っ
た
儀
礼
に
使

用
さ
れ
た
鏡
と
い
う
解
釈
か
ら
、
前
漢
鏡
の
銘
文
に
み
ら
れ
る

「見
日
之
光
、
天
下
大
明
」
の
意
味
か
ら
、
あ
る
い
は
小
型
鏡

が
前
漢
の
日
光
鏡
系
の
模
倣
に
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
内

行
花
文
鏡
と
太
陽
信
仰
と
の
関
わ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

「太
陽
信
仰
」
は
、
共
同
体
を
ま
も
る
精
霊
が
衰
え
る
と
き
に
、

そ
れ
を
鼓
舞
す
る
儀
礼
の
な
か
で
機
能
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
広
義
に
は
「衰
え
る
す
べ
て
の
霊
力
」
、
「首
長
霊
」

を
も
鼓
舞
す
る
も
の
と
し
て
、
首
長
の
支
配
構
造
の
中
に
取
り

込
ま
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

④
共
同
体
の
守
護
霊
を
鼓
舞
し
え
る
の
は
共
同
体
出
自
の
女

性
、
男
性
首
長
の
血
縁
者
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
次
第

に
女
性
の
担
う
役
割
は
変
化
し
、
初
期
の
古
墳
祭
祀
も
崩
れ
て

い
く
中
で
男
性
首
長
層
に
も
内
行
花
文
鏡
副
葬
が
広
が
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

⑤
初
期
の
政
治
シ
ス
テ
ム
確
立
期
に
占
め
た
内
行
花
文
鏡
の

位
置
は
変
化
し
、
前
期
後
半
に
は
、
大
型
傍
製
内
行
花
文
鏡
も

次
第
に
姿
を
消
し
て
い
く
。

（二
）
次
に
持
統
天
皇
と
天
照
大
神
と
の
関
連
を
考
え
て
み
る

・／」
、

①
古
代
ヤ
マ
ト
は
、
聖
樹
と
し
て

「槻
木

。
ケ
ヤ
キ
」
を
神

の
依
り
代
と
し
て
い
た
。
日
神
の
子
孫
の
神
武
天
皇
は
、
高
皇

産
霊
尊
を
皇
祖
神
と
し
て
い
た
。
『神
武
天
皇
即
位
前
紀
』
に
「今

高
御
産
巣
日
神
を
以
て
、
朕
親
ら

町
鵜
ひ
、
此
を
ば
…
」
と
。

ま
た
、
『古
事
記
神
武
天
皇
東
征
』
の
段
で
は
、
で
し
」
に
ま
た
、

高
木
大
神
の
命
も
ち
て
覚
し
白
し
け
ら
く
、
天
つ
神
の
御
子
を

こ
れ
よ
り
奥

つ
方
に
な
入
り
い
幸
で
ま
さ
し
め
そ
。
荒
ぶ
る
神

甚
多
な
り
。
」
と
あ
る
。

持
統
天
皇
は
、
天
壌
無
窮
の
神
勅
に
お
い
て
、
現
瑣
杵
尊
の

降
臨
の
司
令
神
と
し
て
高
皇
産
霊
尊

（高
木
大
神
）
か
ら
、
ア

マ
テ
ラ
ス
を
絶
対
の
至
高
の
神
と
し
て
位
置
づ
け
皇
位
継
承
を

「神
授
の
神
権
」

一
系
相
続
と
し
た
。

持
統
天
皇
の
和
風
論
号

「高
天
原
廣
野
姫
天
皇
」
亀
日
本
書

紀
し

ま
た
、
「大
倭
根
子
天
之
広
野
日
女
尊
」
二
つ
の
論
号
を

合
わ
せ
て

″
天
照
大
神
″
に
な
る
。

②
日
本
の
古
代
社
会
の
根
底
に
は
、
精
霊
に
始
ま
り
八
百
万

の
神
と
首
長
霊
、
そ
し
て
天
皇
霊

へ
と
続
く
日
本
独
自
の
祭
祀

的
支
配
形
態
の
源
流
が
流
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
『日
本
書

紀
』
に
あ
る
天
照
大
神
に
は
原
型
が
あ
り
、
そ
の
原
名
称
と
鏡

に
つ
い
て
は
、
天
照
大
神
以
前
か
ら
神
宮
や
全
国
の
古
社
に
祀

ら
れ
て
い
て
鏡
と
の
関
係
が
深
い
男
性
の
太
陽
神

（
『紀
』
の

天
照
国
照
火
明
命
）
で
、
女
性
神
の
新
名
称
と
性
格
と
し
て
は

『紀
』
が
天
照
大
神
の
別
名
と
す
る

「大
日
雲
貴
神
」
＝
巫
女
の

神
に
拠

っ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
太
陽
信
仰
、
巫
女
と
の
関
係
性
が
持
統

天
皇
の
な
か
で
最
大
限
利
用
さ
れ
、
や
が
て
権
力
機
構
か
ら
分

離
さ
れ
て
い
く
過
程
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
と
読
み
と
る
こ
と

が
で
き
る
。
天
照
大
神
に
擬
え
た
い
持
統
天
皇
に
と

っ
て
、
内

行
花
文
鏡
の
も

つ
特
質
は
日
子
、
日
女
天
照
大
神
に
相
応
し
い

と
い
え
る
。

③
『日
本
書
紀
』
は
持
統
天
皇
を
天
照
大
神
と
い
う
国
の
最

高
神
に
化
身
さ
せ
る

一
方
で
、
伊
勢
神
官
の
成
立
に
大
き
な
役

割
を
果
た
し
た
夫
、
天
武
天
皇
を
素
菱
男
尊
と
し
て
高
天
原
か

ら
下
界
に
追
放
す
る
こ
と
を
意
図
す
る
も

の
で
あ

っ
た
よ
う

だ
。

（東
大
阪
文
化
財
を
学
ぶ
会
）
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